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い  ず  み 
令和３年９月１日発行 

＜学校の教育目標＞ 

かしこい子 

やさしい子 

たくましい子 

 

（Tel）3480-3881（Fax）5497-7358（HP）<http://www.komae.ed.jp/ele/izumi/> 校 長 鷲見 真太郎 

９月の行事予定   

１日（水） 始業式 特別時程 午前授業 

２日（木） 安全点検日 給食始 交通安全指導日① 

         午前授業 

３日（金） 保護者会（中）午前授業 

６日（月） 安全指導日  

７日（火） 保護者会（低） 

８日（水） 計測週間～14日（火） 

９日（木） 交通安全指導日② 

１０日（金） 保護者会（高） 

１３日（月） 放送朝会 教育実習始（４－１） 

          栄養教諭教育実習始（２－３） 

          観察実習始（１－２） 

         委員会活動 

  

１５日（水） 児童の学力向上を図るための調査 5年生 

１７日（金） 児童の学力向上を図るための調査 ６年生 

１８日（土） 学校公開日 午前授業 特別時程  

和泉防災の日 

２０日（月） 敬老の日 

２１日（火） 放送朝会  

児童の学力向上を図るための調査 ４年生 

  ２２日（水） 集会 

２３日（木） 秋分の日 

２４日（金） あいさつ週間始（～10/１） 

２７日（月） 放送朝会 

  ２９日（水） 午前授業 水道キャラバン 4年生 

  30日（木） 3年生 遠足 

 

充実した 2学期にするために  

校長  鷲見 真太郎 

４２日間に及ぶ長い夏休みを終え、第2学期が始まります。1年間の教育活動の中心となる、最も長いこの2学期、全て

の子供たちにとって大きな成長の機会としていきたいです。 

さて、夏休み中に解除されているはずであった緊急事態宣言が延長され、宣言下で新学期を迎えることとなりました。

そして、今回は変異株の影響により、感染状況はこれまでよりもはるかに厳しく、以前は感染しにくいと言われていた子供

たちにも感染が広がり始めています。学校でもこれまで以上に感染防止対策は手厚く行っていきますが、水疱瘡と同程度

とも言われる変異株の感染力から子供たちを守っていくには、保護者の皆様のご協力がなくては難しい状況です。手洗い

励行、マスク着用に加え、お子さんの登校前の検温と健康観察等は、これまで以上に注意を払っていただきますようお願

いいたします。発熱はもちろんですが、風邪と同様の症状がみられる場合などは無理をせず、休養を取らせてください。ま

た、同居されている家族の方々の検温等の健康観察も同様に実施していただき、万が一感染の疑いや、濃厚接触者とな

った場合には、ご家庭にて休養していただき、学校にも速やかにご連絡いただきますようお願いいたします。 

本校では、1 学期に全学年全クラスで、新型コロナウィルス感染症に関する差別防止の授業を行いました。こうした取り

組みは 2学期以降、全学年で実施し、継続していきます。子供たちには伝えておりますが、どのように万全な対策を立てて

も、１００％感染を防ぐことは不可能です。どれだけ気を付けていても、感染してしまうことはあります。悪いのは感染した人

ではなく、病気そのものなのです。 

子供たちへの感染力が高まったとはいえ、重症化のリスクは大人に比べ、低いと言われています。よって、子供たちにと

って、このウィルスが最も脅威なのは、感染すること自体より、感染が広がることで、子供たちの意識や心が分断され、これ

まで培ってきたつながりや関わりがなくなってしまうことです。学校は、子供たち同士がかかわり、そのつながりの中で成

長する場です。学校でも、差別やいじめなどの防止教育は行ってまいりますが、ぜひ保護者や地域の皆様にも、学校と連

携し、ともに子供たちを育てていただきますよう、ご協力お願いいたします。 

大事な 2学期、子供たちの着実な成長につなげていきたいです。 

☆御家庭でのお願い（メール文の再掲） 

○毎朝の検温を引き続きお願いします。児童本人や同居のご家族に、発熱や倦怠感、喉の違和感などの症状があり、普

段と体調が少しでも異なる場合は、登校を控えてください。 

○上記の理由で学校をお休みする場合は、欠席ではなく「出席停止」扱いとなります。また、御家庭の判断で感染予防の

理由でお休みする場合も「出席停止」扱いとします。その際、学校に御連絡ください。 

○校内で集団感染を防ぐため、夏季休業中や 2 学期開始後、児童本人や同居の御家族の中で「発熱症状があった」

「PCR 検査を受けた」「感染が確認された」「濃厚接触者判定を受けた」に該当する方がいらっしゃる場合は、学校に

御連絡ください。 


